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現
象
の
縫
集
作
用
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・
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陪
串
士

純
粋
園
家
-
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-
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-
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-
法
串
士

崎

町

悼

踊

調
填
枇
曾
民
主
識
の
農
政
綱
領
・
-
怯
串
柿
士

抱

肌

常

処

琉
球
ω
陪
藩
ご
日
文
雨
届
聞
係
の
絡
末
一
法
串
博
士

植
民
及
び
植
民
地
の
意
義
・
・
・
・
相
消
刷
工

雄

碓

錦

抽

叩

英
領
東
ア
フ
リ
カ
の
現
状
ミ
其
将
来

同
盟
罷
業
保
険
の
現
状
回
・
・
飽
陣
取
士

人
口
市
の
超
源
寸
」
川
町
化
人
・
・
-
純
持
棋
士

地

方

財

政

ご

累

進

税

比

例

税

・

出

串

士

法

令

議
院
怯
巾
改
正
法
律
・
震
災
手
形
虚
副
議
員
令
官
制
・
公
益
府
A
H
国
語
施
行
規
則
・
ま
且
削
輔
の
愉
入
枕
免
除
山
件
雌

止

E

法
串
博
士

作恒静
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地
方
財
政
ご
累
進
税
比
例
税

汐

見

自日

課
税
主
健
の
何
人
な
る
が
を
標
準
ご
し
て
、
二
つ
の

極
端
な
る
型
の
租
税
制
度
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
。
一

は
図
-M部

ω租
税
の
み
で
租
税
制
度
を
組
織
す
る
場
合
で

め
っ
て
.
他
以
地
方
図
髄
の
税
税
の
み
で
租
税
制
度
を

組
織
す
る
場
合
で
ゐ
る
。
然
し
，
、
の
二
つ
の
型
は
概
念

上
考
へ
得
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ

τ、
普
通
は
司
』
の
二
つ

の
場
合
の
中
聞
の
制
度
が
行
弘
れ

τぬ
る
。
国
・
械
の
租

枕
卸
も
岡
枕
正
地
方
幽
慢
の
租
枕
即
も
地
方
枕
ピ
が
相

併
立
し
て
一
つ
の
組
織
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。

園
税
芭
地
方
税
正
が
相
併
立
す
る
芭
し

τも
、
困
税

を
主
ご
す
る
か
地
方
税
を
主
正
す
る
か
の
問
題
を
生

じ
、
真
に
困
税
ピ
地
方
税
ぜ
の
相
互
関
係
を
如
何
に
結

ぷ
ぺ
き
や
の
駄
を
も
考
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
近
頃
我
凶

に
問
題
ぜ
な
っ
て
ゐ
る
地
租
喬
践
論
の
如
き
も
根
本
を

議
に
脅
し
て
ゐ
る
。

真
に
凋
逸
の
制
度
を
見
る
、
戦
前
三
戦
後
芭
に
大
な

る
漫
化
の
一
跡
を
示
し
て
ゐ
る
。
戦
前
は
回
ロ

E
Z
E
m
l

宵
ロ
が
主
な
る
楳
税
主
健
を
な

L
、
出
F
E且由
ω
宮
内
側
内
自
を

中
心
正

L
て
よ
仁
河
乱
nr
下
仁
の
自
民
主
自
あ
り
、

上
下
い
¥
つ
れ

h
中
心
に
養
は
れ
て
ゐ
花
形
を
ピ
つ
花
の

第
二
十
五
魯

四
六
O

第
三
掠

プな

O 

で
あ
る
。
然
る
に
職
後
一
九
一
入
年
十
一
月
九
日
念
場

さ
し

τ極
端
に
中
央
集
備
の
勢
を
増

L
拠
枕
主
値

ω重

心
は
何
仏
nv
仁
う
つ
り
、
戸
川
昌
弘
司
己
の
自
丘
ロ

ι
3

は
河
内
山
岳
よ
ち
財
源
の
R
T
践
を
受
付

H
E
n
F
に
寄
生

す
る
欣
雌
に
縫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
戦
前
正
一
再
ひ

戦
後
E
云
ム
も
、
凡

τの
粗
枕
h
f

出
E
H品目
ω
E民
自
又

は
如
何
円
nv

に
吸
牧
し
識
し
た
の
で
な
い
1

、
帝
闘
枕
、

州
枕
(
又
は
園
枕
)
及
び
地
方
税
が
併
ぴ
存
し
、
而
も
共

間
世
間
伎
な
る
相
互
関
係
が
ぶ
在
し
て
ゐ
る
。
こ
れ

F
T

国
品
自
民
2
司間内諸問
N

ご
九
二

O
年
三
月
三
十
日
)
明
日
干

E
E
E問
E
n
g同
2
2
N
(
一
丸
一
一
一
一
一
年
六
月
二
十
三
日
以

後
)
の
規
定
す
る
所
で
ゐ
る
。

品
収
紅
白

FHEhιo-『
印

E
n
r
E
は

同

日

同

om司
氏

O
B
i
S白

】

VB日u
o
a
o
E目
的
耳
目
白
回
目
自
問
。
自
自
己
E
E
E岳
包
仲
な
る

研
究
を
脇
陣
表
し
、
比
例
枕
針
県
議
枇
の
問
題
を
地
方
財

政
に
つ
い
て
迎
べ
て
ゐ
る
。
問
題
は
専
ら
獅
逸
の
地
方

財
政
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
同
稲
の
問
題
は
我
圃
に

b

地
h
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
以
下
そ
の
大
要
を
紹
介
す

ま
句
。
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租
殺
は
、
業
税
率
を
標
準
ご
し
て
、
累
進
枕
・
比
例
此
等
の
累
準
税
は
租
税
負
携
の
会
卒
ご
か
中
産
階
級

税
、
逆
進
税
の
三
つ
に
大
別
す
る
事
が
出
来
る
o

而
し
侭
越
正
か
間
々
の
目
的
を
有
L
此
方
面
に
於

τも
批
評

て
累
進
税
、
比
例
裁
の
何
れ
を
E
る
吋
き
か
が
、
組
枕
一
の
俄
地
を
存
し
て
ぬ
る
の
で
あ
る
。
然
し
識
で
は
、
摂

理
論
の
重
要
な
る
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
従
来
濁
逸
に
一
進
税
立
法
な
る
も
の
が
地
方
財
政
に
如
何
な
る
影
響
を

於
て
は
、
累
進
枕
率
を
遁
用
す
べ
き
租
枕
・
じ
比
例
税
率
一
及
ぼ
す
か
ご
云
ふ
貼
に
問
題
を
限
り
、
研
究
を
挙
め

に
よ
る
べ
き
租
枕
ご
の
分
野
が
自
ら
明
炉
に
な
っ
て
ゐ
一
る
。

た
・
累
進
枕
の
代
表
者
は
所
得
税
に
し
て
、
共
他
の
租

税
の
多
〈
は
比
例
税
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
世

田
亦
大
戦
後
の
租
枕
改
草
な
る
も
の
は
、
累
進
税
の
領
分

e

伊
非
常
に
瑛
張
す
る
結
果
ぜ
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。

新
し
(
累
進
税
率
が
採
用
せ
ら
れ
柁
重
要
な
る
税
目

は
猫
遁
帝
闘
の
財
産
税
で
あ
る
o

然
し
印
官
会
自
の

め
げ
る
所
に
よ
る
ピ
、
次
の
各
州
の
租
枕
も
間
帯
進
税
主

義
の
立
法
を
採
用
し
て
ゐ
る
様
で
ゐ
る
。

一
、
ァ
シ
ハ
ル
ト
白
土
地
価
格
税
法
(
一
九
二
三
年
四
月
四
日
及
び
一

九
二
同
年
四
月
六
日
)

=
、
.
フ
ロ
イ
セ
シ
由
土
地
財
産
続
法
{
一
丸
ニ
三
年
二
月
十
四
日
及
び

一
九
二
四
年
-
一
月
二
十
八
日
)

一一一、バイエル

ν
白
骨
業
粧
法
(
一
九
二
一
年
七
月
二
十
七
日
)

回
、
ザ
ク
セ
シ
山
静
業
措
法
(
一
九
二
六
年
七
月
三
十
日
}

豆
、
バ
1
4
7

ン
円
替
業
措
法
(
一
九
二
六
年
七
月
七
日
)

雑

錐

地
方
財
政
と
累
遡
揖
比
例
粧

調
逸
の
地
方
閤
飽
は
大
館
二
捕
憾
の
租
税
を
有
し

τゐ

る
。
一
は
地
方
嗣
慢
の
特
別
稔
で
ゐ
っ
て
共
税
率
の
決

定
に
際
し
、
地
方
図
櫨
は
濁
立
の
決
定
権
を
有
し

τ

。

る
の
で
あ
る
。
他
は
圃
校
又
は
州
枕
ご
し
て
先
づ
標
準

金
額
を
決
定
し
、
そ
の
金
額
に
基
草
地
方
図
慢
が
附
加

税
率
を
課
す
る
場
合
で
あ
る
。
財
政
投
入
か
ら
云
へ
ば

後
者
が
前
者
よ
ち
遣
に
重
大
な
る
意
義
を
有
し
て
ゐ

る
。
訟
に
地
方
財
政
ピ
累
進
税
比
例
税
E
云
ふ
の
は
後

者
の
意
味
で
ゐ
る
o
換
言
せ
ば
、
岡
枕
又
は
州
税
に
累

進
税
率
が
採
用
せ
ら
れ
る
が
比
例
税
率
が
採
用
せ
ら
れ

る
か
に
よ
b
、
標
準
金
額
に
盤
動
を
生

ι、
ひ
い
て
は

1
1附
加
税
率
を
通
じ
|
|
地
方
財
政
の
上
に
如
何
な

る
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
明
か
に

L
允
ハ
ー
の
で
め
る
。
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雑

録

地

方

財

政

主

果

遇

措

比

例

積

凹

宍

ニ

修

正

規

比
例
枕
を
改
め
て
新
し
〈
累
進
税
を
課
す
る
時
仁
附
加
税
率
は
種
々
の
場
合
に
麗
化
す
る
の
で
あ
る
。

は
二
つ
の
場
合
が
考
へ
得
ら
れ
る
。
一
は
課
税
物
件
の
先
づ
大
課
税
物
件
の
税
率
を
引
上
げ
て
累
進
税
に
設
へ

大
な
る
方
の
税
率
を
引
よ
げ
て
比
例
税
を
累
進
枕
に
改
一
花
場
合
を
考
へ
る
。
此
際
累
進
税
に
な
ら
守
し
て
巳
に

め
る
方
法
で
あ
っ
て
、
他
は
課
税
物
件
の
小
な
る
方
の
一
附
加
税
率
の
最
高
限
迄
徴
牧
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
え

税
率
ど
引
下
げ
る
事
に
よ
っ
て
累
進
税
率
を
締
ま
ん
正
一
累
進
税
に
鶴
見
し
た
結
果
、
附
加
税
率
を
引
下
「
ペ
〈

十
る
の
で
あ
る
。
傍
業
税
法
仁
於

τ、
小
管
業
資
本
R
A

十而

Lτ
地
方
財
政
の
股
入
が
減
少
す

ι揮
で
あ
る
。
之

び
小
替
業
生
誕
に
は
特
に
税
率
を
低
め
て
小
笹
業
者
の
一
に
反

L
・
比
例
税
時
代
に
附
加
税
率
が
最
高
岡
慨
に
時
曜
日
ゼ

負
携
を
軽
一
蹴
す
る
が
如
言
、
童
相
の
泡
例
で
あ
る
。
一
，
き
り
し
際
に
は
、
累
迭
を
採
用
す
る
も
附
加
税
率
eT
引

膝
枕
物
件
の
大
な
る
方

ω税
率
を
高
め
る
方
法
が
財
一
下
「
る
必
要
も
な
〈
、
従
っ
て
地
方
財
政
内
牧
入
は
勢

政
一
収
入
を
増
加
し
、
課
税
物
件
の
小
な
る
方
の
税
率
を
一
ひ
増
加
す
る
事
正
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
は
引
上
げ
に

軽
〈
す
る
方
法
が
牧
入
額
を
滅
、
ず
ゐ
事
は
一
見
し
て
明
一
よ
る
累
進
税
の
場
合
で
あ
る
が
、
小
課
税
物
件
に
劃
す

h
r

な
所
で
ゐ
る
。
然
L
必
す
し
も
、
そ
う
は
行
か
な

ν
一
る
税
率
を
引
下
「
る
事
仁
よ
っ
て
墨
義
を
質
現
し
た

の
で
わ
る
。
蓋
し
地
方
財
政
に
於
て
は
、
か
く

L
て
定
一
場
令
も
同
様
じ
考
へ
る
事
が
出
来
る
。

め
ら
れ
た
る
標
準
金
額
の
外
仁
翼
仁
ζ

の
標
準
金
額
に
一
従
つ

τ地
方
財
政
の
牧
入
を
減
守
ぎ
る
約
束
の
下
に

基
き
算
定
せ
ら
る
べ
き
附
加
税
率
を
考
へ
ね
ば
な
ら
山
一
累
進
税
を
採
用
せ
ん
ご
せ
ば
、
未
に
附
加
税
率
が
最
高

か
ら
で
あ
る
。
標
準
金
額
Z
附
加
税
率
芭
の
関
係
は
次
一
限
に
蓬
せ

5
る
課
税
物
件
に
つ
き
之
を
行
ふ
ぺ
き
で
あ

の

如

〈

で

あ

る

。

る

o
此
種
の
累
進
税
は
如
何
な
る
影
響
を
地
方
財
政
に

奥
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
富
め
る
地
方
岡
穂
E
貧
し
き
地

方
闘
陸
、
大
地
方
己
小
地
方
正
に
よ
っ

τ如
何
な
る
差

異
が
め
る
に

ιう
か
。

一 一一一一一一一一一一

斤も

{
]
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H
U

ヨ
ヨ
料
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四

同
じ
大
き
を
有
す
る
、
官
的
る
地
方
図
僅
ご
貧
し
き

地
方
幽
健
子
宮
仮
定
す
る
。
前
者
は
課
税
物
件
聾
官
な

Z
M
r
故
に
、
最
高
限
迄
附
加
税
率
を
引
上
げ
な
〈
ご

も
、
優
に
義
務
費
を
支
排
L
真
に
文
化
頑
利
の
施
設
に

も
手
を
伸
ば
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
後
者

は
謀
税
物
件
が
乏
し
き
が
故
に
、
附
加
税
率
を
最
高
限

に
引
上
げ
而
も
漸
〈
富
市
務
費
の
支
耕
に
嘗
る
己
云
ム
始

末
で
あ
る
ο

今
・
』
の
貧
宮
の
二
地
方
図
慢
に
累
準
枕
が
し
か
れ
、

累
進
税
率
に
よ
り
算
定
せ
ら
れ
た
る
標
準
金
額
仁
基
き

附
加
税
率
が
附
識
せ
ら
れ
る
事
E
す
る
。
二
の
雨
地
方

の
財
政
放
態
は
如
何
な
る
副
理
化
を
受
け
る
で
あ
色
う

る。
ー力

貧
し
き
地
方
で
は
、
小
「
政
務
物
件
の
み
存
す
る
が
放

に
・
大
課
税
物
件
を
覗
ふ
所
の
累
進
税
率
を
採
用
し
て

も
、
得
る
所
が
少
い
の
で
あ
る
了
帥
ち
此
等
の
地
方
に

累
進
税
率
を
適
用
す
る
事
は
牧
入
の
増
加
を
粛
す
所
以

さ
は
な
ら
な
い
、
従
っ
て
附
加
税
率
を
引
下
げ
る
鐸
に

も
行
か
な
り
れ
ば
、
地
方
圏
漣
の
活
動
を
増
す
ご
云
ふ

地
方
財
政
と
累
描
枇
比
例
措

品

F
F
 

紘

雑

寅
盆
も
生
れ
て
来
な
い
の
で
ゐ
品
。

之
に
反
し
、
富
め
る
地
方
で
は
大
な
る
課
税
物
件
存

し
、
か
、
る
地
方
に
累
進
税
率
を
用
い
る
ご
大
な
る
財

政
枚
入
を
謙
期
す
る
事
が
出
来
る
o

卸
も
そ
の
地
方
岡

健
は
裁
は
附
加
税
率
の
軽
減
を
は
か
る
か
又
は
そ
の
行

動
範
囲
を
蹴
張
す
る
方
法
仁
出
品
事
が
出
来
る
の
で
あ

る
o

而
も
其
稚
度
以
、
引
上
枕
率

ω課
税
す
る
説
税
物

件
の
数
正
金
額
ど
に
比
例
す
る
誇
で
あ
る
。

累
進
税
率
を
採
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、
貧
し
語
地
方

は
附
加
税
率
を
引
下
げ
る
事
も
出
来
な
り
れ
ば
地
方
図

慢
の
活
動
を
増
す
事
も
出
来
な
い
、
然
ら
ば
宮
め
る
地

方
は
或
は
附
加
校
卒
を
軽
減
し
又
は
行
政
範
囲
の
繍
張

を
は
か
る
事
が
出
様
る
。
そ
う
す
る
さ
、
累
進
税
の
採

用
な
る
も
の
・
は
、
官
め
る
地
方
正
貧
し
き
地
方
正
の
財

政
上
の
差
異
を
一
層
甚

rし
か
ら
し
む
る
も
の
ピ
一
お
は

ね
ば
な
ら
心
。豆

前
回
引
に
は
、
同
じ
大
さ
の
二
つ
の
地
方
闇
値
に
つ
与

累
準
税
の
影
響
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
が
、
夏
に
大
小

二
地
方
湖
鰻
に
つ
い
て
桝
究
を
進
め
る
、

第

二

十

買
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聞
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大
地
方
囲
憶
は
小
地
方
固
憧
仁
比
し
‘
人
口
一
入
賞

り
の
経
費
の
大
な
る
を
常
ご
す
る
。
蓋
し
大
地
方
圃
憧

に
て
は
枇
曾
生
活
畿
蓮
し
共
同
欲
望
が
進
歩
せ
る
が
故
一

に
、
小
地
方
固
健
仁

τ閑
却
せ
ら
れ

τゐ
る
施
設
を
も
一

息
貨
に
之
を
行
ム
ア
'
¥
か
〈

τ大
地
方
園
積
の
経
費
十

な
る
も
の
は
相
動
的
に
大
ご
な
る
の
で
あ
る
。
同
時
一
郎
も
人
口
十
捕
の
郡
曾
が
境
界
を
な
L
て
ゐ
る
の
で

に
、
大
地
方
選
は
租
聖
書
カ
に
も
富
ん
で
ゐ
一
あ
る
が
、
五
以
下
の
人
口
を
有
す
る
地
方
聞
髄
に
つ

阜
、
卸
も
大
地
方
図
慢
の
課
税
物
件
以
、
納
税
者
一
人
一
い
て
云
へ
ば
、
人
口
を
増
す
毎
に
附
加
税
率
を
増
す
ご

嘗
b
、
全
戸
数
一
戸
賞
h
、
会
人
口
一
入
賞
り
の
何
れ
て
玄
ム
事
が
出
来
る
・
換
言
せ
ば
大
な
る
地
方
凶
値
程
そ

の
数
字
に
於
て
も
小
地
方
一
幽
髄
に
優
っ
て
ゐ
る
。
而
し
一
の
財
政
が
苦
し
い
事
芭
な
る
。

て
大
地
方
幽
随
に
於

τ経
費
の
大
な
る
事
芭
租
税
負
挽
一
こ
う
考
へ
て
来
る
ご
、
累
進
税
の
影
響
は
貧
富
二
地

能
力
の
大
な
る
事
品
照
し
て
見
る
ご
、
前
者
が
後
者
一
方
の
場
合
正
少
し
異
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
即
も
塁
税

を
凌
い
で
ゐ
る
の
が
常
で
あ
る
。
従
っ
て
租
枕
牧
入
を
一
を
採
一
周
し
て
大
地
方
闇
値
の
枚
入
を
増
す
事
は
郷
て
そ

以
て
経
費
を
支
排
し
て
行
〈
駄
に
於

τ、
大
地
方
闇
値
一
の
相
劃
的
財
政
困
難
を
救
ム
事
Z
な
る
の
で
あ
る
。
大

は
小
地
方
図
健
よ
h
も
困
難
を
戚
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
一
地
方
己
小
地
・
方
正
の
財
政
的
懸
隔
は
累
進
税
の
採
用
に

る

ー

よ

り

柳

か

緩

和

せ

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

穴

以
上
、
専

ι所
得
税
を
中
心
正
し
て
累
進
税
の
地
方

財
政
に
及
ぼ
す
影
響
を
越
ぺ
た
の
で
あ
っ
花
。
而
し
て

比
例
税
を
棄
て
、
標
準
税
を
採
用
す
る
事
は
如
何
な
る

録

地
方
財
政
と
累
過
積
比
例
租

雑
少
し
数
字
は
古
い
γ

が
、
一
九
一
一
年
の
プ
ロ
イ
セ

y

の
地
方
財
政
統
計
を
見
る
吉
、
興
味
ゐ
る
事
賞
が
ゐ
が

っ
て
ゐ
る
。
地
方
固
憾
の
附
加
税
率
は
人
口
の
大
小
に

癒
じ
次
の
如
〈
仁
稜
化
し
て
ゐ
る
。

第
三
規
一
六
四

一
、
人
口
五
千
以
下
山
地
方
;
:
:
附
加
枕
串
平
均
一
七
入
阿

二
、
其
後
人
口
を
柑
す
需
に
:
:
:
噌
加
し

一
品
、
人
口
一
高
以
上
心
地
方
・
:
:
・
附
加
融
串
平
均
二

Q
λ
肖

凹
人
口
五
高
乃
圭
十
島
由
都
合
一
:
・
附
加
拍
車
平
均
ニ

O
三一声

玉
、
其
後
人
口
走
摘
す
毎
に
‘
-
:
:
減
少
す

第
ニ
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影
響
を
及
ぽ
す
か
ご
一
文
ム
に

て
貧
し
き
地
方
正
富
め
る
地
方
ご
の
財
政
献
般
の
懸

隔
を
大
に
し

二
、
大
地
方
図
髄
己
小
地
方
圃
慢
ご
の
財
政
扶
態
の
額

隔
を
小
に
す
る

芭
云
ふ
二
つ
の
結
論
を
得
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

家
屋
枕
笹
業
税
其
他
の
税
税
に
つ

νて
も
、
問
題
は
複

雑
ご
な
る
が
、
大
韓
同
じ
傾
向
が
窺
は
れ
る
様
で
あ
る
。

地
租
委
譲
の
問
題
は
最
近
我
闘
の
財
政
に
大
な
る
波

紋
金
書
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
勝
来
の
問
題
ご
し
て
、

現
今
の
我
闘
の
地
方
税
憧
系
は
|
|
大
正
十
五
年
の
税

制
改
革
の
結
呆
|
|
次
の
如
き
表
に
之
を
ま
ど
め
る
事

が
出
来
る
。

県草

輯

，.....--、

刻腕秘話露
草量 車止 I'It IJt IH 
(附加 1，"
戸 加枯特枝
監馳 ~IJ
割叫(松地 j血砂地
、 ZZ特 、租税理費租
其別班、

他 地引皆家枕停
耳 枯 所 業 脂 、 業

、骨4主枇頂牧
村 家 業 缶 、 引盆
特 屋枕1宜普所 拾
ZIJ 栓 } 、 業 峰、
給 、 鏑枕業所
) 峠 葉 、投 碑

積 雑 )枕
、積

砂稔鋪
鏑)業
匝耽

難

録

地
方
財
政
と
果
話
軸
比
制
積

比
表
に
現
は
れ
た
る
我
鴎
の
地
方
税
は
、
附
加
税
正

云
は
や
特
別
殺
吉
一
去
は
子
、
凡
ん
Y
」
全
部
が
比
例
税
で

あ
る
、
放
に
我
闘
の
地
方
税
慌
系
は
原
則
ピ

L
て
比
例

税
主
義
を
採
用
し
て
ゐ
る
ピ
云
ふ
事
が
出
来
る
。
従
つ

τ時
間
富
市
、
此
等
の
諸
積
に
累
進
税
主
義
が
行
は
れ
一
ふ
ご

な
る
吉
、
大
小
貧
富
の
各
障
の
地
方
閥
健
の
財
政
の
上

に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
さ

F
る
を
得
な
〈
な
る
の
で
あ

る。
獅
逸
の

H
W
広島、

F
E
P♂
の
m自

E
E
g
t
日
本
の

圏
、
府
勝
、
市
町
村
正
は
自
ら
性
質
を
異
に
し
叉
相
互

間
の
閥
係
を
異
に
し
て
ゐ
る
o
従
っ
て

m
g
o
r
g
の胴明

治
の
地
方
財
政
に
て
試
み
た
る
結
論
を
裳
催
に
我
闘
に

在
聡
入
す
る
静
に
は
行
か
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し

累
進
枕
比
例
税
ご
地
方
財
政
ご
の
闘
係
は
、
濁
逸
に
於

け
る
ご
同
様
に
日
本
に
ご
っ
て
も
重
要
な
る
問
題
で
ゐ

る
。
唯
彼
に
あ
っ

τは
現
在
の
問
題
で
あ
り
、
我
に
あ

っ
て
は
賂
来
の
問
題
で
あ
る
事
に
げ
が
塗
っ
て
ゐ
る
。

第
二
十
五
巻

四-p、
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